
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和６年６月２５日（火）    １０：０２～１０：１３ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：岸 田 文 雄 内閣総理大臣 

松 本 剛 明 国務大臣（総務大臣） 

小 泉 龍 司 国務大臣（法務大臣） 

盛 山 正 仁 国務大臣（文部科学大臣） 

武 見 敬 三 国務大臣（厚生労働大臣） 

坂 本 哲 志 国務大臣（農林水産大臣） 

齋 藤 健 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

斉 藤 鉄 夫 国務大臣（国土交通大臣） 

伊 藤 太郎 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

木 原 稔 国務大臣（防衛大臣） 

林 芳 正 国務大臣（内閣官房長官） 

河 野 太 郎 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

土 屋 品 子 国務大臣（復興大臣） 

松 村 祥 史 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

加 藤 鮎 子 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

新 藤 義 孝 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

欠 席 者：上 川 陽 子 国務大臣（外務大臣） 

鈴 木 俊 一 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

自 見 はなこ 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：村 井 英 樹 内閣官房副長官 

森 屋 宏 内閣官房副長官 

栗 生 俊 一 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件       １件 

〇国会提出案件    ２１件 

〇政令        １４件 

○人事         ３件 

○報告         ２件 

○配布         １件 

いずれも、案件表のとおり、決定、了解等となった。 
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議事内容： 

○林国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。

まず、閣議案件について、森屋副長官から御説明申し上げます。 

○森屋内閣官房副長官：一般案件等について、申し上げます。まず、「公共サービス改

革基本方針の変更」について、御決定をお願いいたします。本件は、公共サービス

改革法に基づき、民間競争入札の対象事業の追加等を行うものであります。

次に、「破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告」につい

て、御決定をお願いいたします。本件は、金融再生法に基づき、令和５年度下期の 

破綻金融機関の処理状況等について、国会に報告するものであります。

 次に、質問主意書に対する答弁書１８件について、お手元の資料のとおり、御決

定をお願いいたします。

 次に、令和５年度第４・四半期における「予算使用の状況」及び「国庫の状況」

を財政法に基づき、国会及び国民に報告することについて、御決定をお願いいたし

ます。

 次に、政令１４件について、御決定をお願いいたします。まず、「内閣官房、警察

庁、金融庁、総務省、外務省、経済産業省、国土交通省及び防衛省の組織令」の各

一部改正令は、所掌事務の的確な遂行等を図るため、審議官の増員、事務の変更等

を行うものであります。

 次に、「排他的経済水域大陸棚法第２条第２号の海域を定める政令の一部改正令」

は、同海域として、新たに小笠原海台の周辺の海域を定めるものであります。

 次に、「銃刀法施行令の一部改正令」は、 同法の一部改正法の一部の施行に伴い、

特定銃砲使用産業及び特定クロスボウ使用産業の範囲を定める等、所要の規定の整

備を行うものであります。

  次に、「令和６年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日

の延長に関する政令」は、満了日のある許認可等の行政上の権利利益について、そ

の満了日を延長するものであります。

 次に、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部改正令」は、老齢

基礎年金の額の改定に伴い、年金生活者支援給付金の所得基準額等について、所要

の見直しを行うものであります。

  次に、「宅地建物取引業法施行令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令

の一部改正令」は、宅地建物取引業の免許更新の申請について、電子情報処理組織

を使用した場合の手数料の額を定める等、所要の規定の整備を行うものであります。 
 次に、「防衛省職員給与法施行令の一部改正令」は、災害派遣等手当が支給される

職員の範囲を拡大し、その支給額を定めるものであります。

 次に、人事案件について、申し上げます。まず、盛山文部科学大臣が、Ｇ７教育

大臣会合出席等のため、明日から７月２日まで、齋藤経済産業大臣が、日米韓商務・

産業大臣会合出席等のため、本日から２８日まで、それぞれ海外出張されますので、

御了解をお願いいたします。

次に、内閣官房外４府省の人事といたしまして、お手元に配布しております資料

2



のとおり、承認することについて、御決定をお願いいたします。その主な内容は、

国土交通事務次官和田信貴が退官し、その後任に技監吉岡幹夫を、環境事務次官和

田篤也が退官し、その後任に総合環境政策統括官鑓水洋を、それぞれ充てるもので

あります。

次に、飯塚正人外９２名の叙位又は叙勲について、御決定をお願いいたします。 
 次に、一般職の国家公務員等及び自衛隊員に係る再就職状況について、御報告が

あります。本件は、国家公務員法及び自衛隊法に基づき、管理職職員であった者等

から令和５年度第４・四半期になされた再就職に関する届出を内閣に報告するもの

であります。

次に、配布資料といたしまして、「令和６年度特別交付税の６月特例交付」があり

ます。本件につきましては、後程、総務大臣から御発言があります。

○林国務大臣：次に、大臣発言がございます。まず、総務大臣。

〇松本国務大臣：本日、地方交付税法第１５条第３項の規定に基づき、令和６年度特

別交付税の特例交付額を決定いたしました。この決定は、石川県に対して行うもの

であり、復興基金の設置に要する経費として５２０億円を交付することとしており

ます。

○林国務大臣：次に、私から２件申し上げます。まず、内閣提出法律案等の成立状況

について、申し上げます。今年の通常国会におきましては、提出した６２件の法律

案のうち、６１件が成立し、成立率は９８．４パーセントとなりました。条約につ

きましては、提出した１１件すべてについて承認されました。なお、議員提出法律

案といたしましては、８件が成立しております。

　　次に、特殊法人の長の人事について、申し上げます。沖縄振興開発金融公庫の理

事長につきまして、別紙のとおり任命いたしたいので、御了解願います。 
次に、内閣総理大臣から御発言がございます。

○岸田内閣総理大臣：盛山大臣及び齋藤健大臣は、それぞれ海外出張いたしますが、

その出張不在中、加藤大臣を文部科学大臣の、新藤大臣を経済産業大臣の、臨時代

理とすることといたします。

〇林国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。

引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。

御発言はございますか。

無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。
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別 添 

令和６年 

６月 25日 

 

◎ 一 般 案 件 

   ○ 公 共 サ ー ビ ス 改 革 基 本 方 針 の 変 更 に つ い て 

（ 決 定 ）                                （ 総 務 省 ） 

 

◎ 国 会 提 出 案 件 

 ○ 破 綻 金 融 機 関 の 処 理 の た め に 講 じ た 措 置 の 内 容 等 

に 関 す る 報 告 に つ い て （ 決 定 )( 金 融 庁 ・ 財 務 省 ） 

1. 衆 議 院 議 員 櫻 井 周 （ 立 憲 ） 提 出 景 気 に つ い て 

の 政 府 の 認 識 と 景 気 対 策 に 関 す る 質 問 に 対 す 

る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  （ 内 閣 府 本 府 ） 

〃  ○  1. 参 議 院 議 員 神 谷 宗 幣 （ 無 所 属 ） 提 出 Ｌ Ｇ Ｂ Ｔ 

理 解 増 進 法 に お け る 「 不 当 な 差 別 」 の 定 義 の 

明 確 化 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て 

（ 決 定 ）             （ 同 上 ） 

1. 衆 議 院 議 員 長 妻 昭 （ 立 憲 ） 提 出 「 再 審 や 国 賠 

請 求 等 に お い て 、 廃 棄 せ ず 保 管 し て い た 捜 査 

書 類 は 組 織 的 に プ ラ ス に な ら な い 」 と の 書 面 

を 配 布 し て い た 鹿 児 島 県 警 の 姿 勢 に 関 す る 質 

問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 )( 警 察 庁 ） 

1. 衆 議 院 議 員 大 西 健 介 （ 立 憲 ） 提 出 冷 凍 食 品 の 

個 別 義 務 表 示 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に 

つ い て （ 決 定 ）        （ 消 費 者 庁 ） 

1. 衆 議 院 議 員 井 坂 信 彦 （ 立 憲 ） 提 出 岸 田 総 理 が 

外 相 時 に 行 っ た 韓 国 政 府 と の 慰 安 婦 問 題 に 関 

す る 合 意 の 形 骸 化 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 

書 に つ い て （ 決 定 ）       （ 外 務 省 ） 

1. 衆 議 院 議 員 長 妻 昭 （ 立 憲 ） 提 出 神 宮 外 苑 開 発 

に 懸 念 を 示 し た 国 連 文 書 に 対 す る 日 本 国 の 削 

除 要 請 文 書 に 東 京 都 文 書 を そ の ま ま 流 用 し た 

件 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て  

（ 決 定 ）             （ 同 上 ） 

（ 火 ）  閣 議 案 件  

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  
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1. 衆 議 院 議 員 井 坂 信 彦 （ 立 憲 ） 提 出 副 業 の 納 税 

義 務 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て 

（ 決 定 ）            （ 財 務 省 ） 

1. 衆 議 院 議 員 鈴 木 庸 介 （ 立 憲 ） 提 出 競 馬 の 配 当 

金 に 対 す る 一 時 所 得 課 税 に 関 す る 質 問 に 対 す 

る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）     （ 同 上 ） 

1. 衆 議 院 議 員 櫻 井 周 （ 立 憲 ） 提 出 ス ク ー ル カ ウ 

ン セ ラ ー と ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー の 活 

用 と 待 遇 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い 

て （ 決 定 ）         （ 文 部 科 学 省 ） 

1. 衆 議 院 議 員 早 稲 田 ゆ き （ 立 憲 ） 提 出 高 齢 者 が 

働 き や す い 環 境 を 整 備 す る こ と に 関 す る 質 問 

に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ） 

（ 厚 生 労 働 省 ） 

1. 衆 議 院 議 員 山 井 和 則 （ 立 憲 ） 提 出 マ イ ナ ン バ 

ー カ ー ド の 健 康 保 険 証 の 利 用 登 録 解 除 の 手 続 

等 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て 

（ 決 定 ）             （ 同 上 ） 

1. 衆 議 院 議 員 緑 川 貴 士 （ 立 憲 ） 提 出 往 診 距 離 規 

制 緩 和 等 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い 

て （ 決 定 ）            （ 同 上 ） 

1. 参 議 院 議 員 打 越 さ く 良 （ 立 憲 ） 提 出 福 祉 現 場 

に お け る 、 い わ ゆ る パ ワ ー ハ ラ ス メ ン ト と 虐 

待 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て 

（ 決 定 ）             （ 同 上 ） 

1. 衆 議 院 議 員 櫻 井 周 （ 立 憲 ） 提 出 大 阪 万 博 の 海 

外 パ ビ リ オ ン 「 タ イ プ Ａ 」 の 建 設 の 進 捗 に 関 

す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ） 

（ 経 済 産 業 省 ） 

1. 衆 議 院 議 員 櫻 井 周 （ 立 憲 ） 提 出 大 阪 万 博 の 開 

催 期 間 中 の ラ イ ド シ ェ ア の 大 幅 な 規 制 緩 和 に 

関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ） 

（ 国 土 交 通 省 ） 
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1. 衆 議 院 議 員 屋 良 朝 博 （ 立 憲 ） 提 出 高 濃 度 Ｐ Ｃ 

Ｂ 廃 棄 物 の 処 理 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 

に つ い て （ 決 定 ）        （ 環 境 省 ） 

1. 参議院議員神谷宗幣（無所属）提出ＪＣＭ（２ 

国 間 ク レ ジ ッ ト 制 度 ） に 関 す る 質 問 に 対 す る 

答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）      （ 同 上 ） 

1. 衆 議 院 議 員 屋 良 朝 博 （ 立 憲 ） 提 出 陸 上 自 衛 隊 

第 １ ５ 旅 団 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ の 「 辞 世 の 句 」 

及び陸上自衛隊幹部候補生学校教育要領の「善 

戦 敢 闘 」 の 記 述 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 

に つ い て （ 決 定 ）        （ 防 衛 省 ） 

 ☆ 令 和 ５ 年 度 第 ４ ・ 四 半 期 に お け る 予 算 使 用 の 状 況 

（ た だ し 出 納 整 理 期 間 を 含 ま ず 。） を 国 会 及 び 国 

民 に 報 告 す る こ と に つ い て （ 決 定 ）  （ 財 務 省 ） 

〃  ☆ 令 和 ５ 年 度 第 ４ ・ 四 半 期 に お け る 国 庫 の 状 況 を 国 

会 及 び 国 民 に 報 告 す る こ と に つ い て （ 決 定 ） 

（ 同 上 ） 

 

◎ 政  令 

 ○ 内 閣 官 房 組 織 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 決 定 ） 

（ 内 閣 官 房 ） 

〃  ○ 排 他 的 経 済 水 域 及 び 大 陸 棚 に 関 す る 法 律 第 ２ 条 第 

２ 号 の 海 域 を 定 め る 政 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 

（ 決 定 ）         内 閣 府 本 府 ・ 外 務 ・ 

経済産業・国土交通省 

〃  ○ 警 察 庁 組 織 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 決 定 ） 

（ 警 察 庁 ） 

〃  ○ 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 

政 令 （ 決 定 ）             （ 同 上 ） 

〃  ○ 金 融 庁 組 織 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 決 定 ） 

（ 金 融 庁 ） 

〃  ○ 総 務 省 組 織 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 決 定 ） 

（ 総 務 省 ） 

 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  
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 ○ 令 和 ６ 年 能 登 半 島 地 震 に よ る 災 害 の 被 害 者 の 特 定 

権 利 利 益 に 係 る 満 了 日 の 延 長 に 関 す る 政 令 

（ 決 定 ）        （ 総 務 省 ・ 内 閣 府 本 府 ） 

〃  ○ 外 務 省 組 織 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 決 定 ） 

（ 外 務 省 ） 

〃  ○ 年 金 生 活 者 支 援 給 付 金 の 支 給 に 関 す る 法 律 施 行 令 

の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 決 定 ） 

（ 厚 生 労 働 ・ 財 務 省 ） 

〃  ○ 経 済 産 業 省 組 織 令 及 び 産 業 構 造 審 議 会 令 の 一 部 を 

改 正 す る 政 令 （ 決 定 ）      （ 経 済 産 業 省 ） 

〃  ○ 国 土 交 通 省 組 織 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 決 定 ） 

（ 国 土 交 通 省 ） 

〃  ○ 宅 地 建 物 取 引 業 法 施 行 令 及 び 地 方 公 共 団 体 の 手 数 

料 の 標 準 に 関 す る 政 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 

（ 決 定 ）         （ 国 土 交 通 ・ 財 務 省 ） 

〃  ○ 防 衛 省 組 織 令 等 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 決 定 ） 

（ 防 衛 省 ） 

〃  ○ 防 衛 省 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 法 律 施 行 令 の 一 部 

を 改 正 す る 政 令 （ 決 定 ）        （ 同 上 ） 

 

 ◎ 人  事   

  ☆ 文 部 科 学 大 臣 盛 山 正 仁 外 １ 名 の 海 外 出 張 に つ い て 

（ 了 解 ） 

 ○ 各 府 省 幹 部 職 員 の 任 免 に つ き 、 内 閣 の 承 認 を 得 る 

こ と に つ い て （ 決 定 ） 

〃  ☆ 元 文 部 科 学 事 務 官 飯 塚 正 人 外 ９ ２ 名 の 叙 位 又 は 叙  
勲 に つ い て （ 決 定 ） 

 

◎ 報  告 

   ☆ 国 家 公 務 員 法 第 １ ０ ６ 条 の ２ ５ 第 １ 項 等 の 規 定 に 

基 づ く 報 告 に つ い て        （ 内 閣 官 房 ） 

〃  ☆ 自 衛 隊 法 第 ６ ５ 条 の １ １ 第 ５ 項 の 規 定 に 基 づ く 報 

告 に つ い て             （ 防 衛 省 ） 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
な し  

資 料  
あ り  
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◎ 配  布 

☆ 令 和 ６ 年 度 特 別 交 付 税 の ６ 月 特 例 交 付 に つ い て 

（ 総 務 省 ） 

 

 

〔 ○ 署 名 あ り  ☆ 署 名 な し 〕 
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